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税金を払わない企業リスト  - 富岡幸雄(2013)
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タックス・ヘイブン対策税制とは①

①トリガー税率の廃止

 

図表にあるトリガーとは、英語のtrigger、名詞では「（ピ

ストル等の）引き金」、動詞では「（事件などを）引き起こ

す、誘発する」という意味です。つまり、「タックス・ヘイブ

ン対策税制の発動を誘発する税率」ということになりま

す。

 

現行のタックス・ヘイブン対策税制では、日本の税金を

回避されるリスクを、「外国子会社の税負担率：20％未

満」で把握し、この税負担率が判定基準の入口となって

います。外国子会社の税負担率が20％以上であれば、

改正前は、ペーパー・カンパニーであってもタックス・ヘイ

ブン対策税制が適用されなかったわけです。ちなみに、

他国のトリガー税率は、米国は連邦法人税の90％（31.5

％未満）、イギリスは法人税率の75％（14.25％）、ドイツ

は25％未満、フランスは法人税率の50％（16.7％）以下

となっています。
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タックス・ヘイブン対策税制とは②

「トリガー税率廃止」の意味は、外国子会社の税負担率でタックス・ヘイブン対策税制の入口の適用を考えるのではなく、新しい「入口」として、外国関係会社（日本居住者や日本

法人が合計で50％超の持分をもっている外国の会社）が、8頁の図表のペーパー・カンパニー、事実上のキャッシュボックス、ブラックリスト国になるかを判定し、ならない場合に、

経済活動基準を満たすかどうかの判定を行うことにあります。

 

こうした会社が、税負担率30％未満の国・地域にあると、その会社の利益全部が、親会社の利益と合算されて課税されます（会社単位の合算課税）。

 

今まで20％以上の国・地域に外国子会社をもっていれば大丈夫だった日本の親会社も、いきなり20％基準がなくなるといわれれば、大混乱は必至です。そのため、税負担率が

20％以上の場合には、タックス・ヘイブン対策税制が免除される「制度適用免除基準」が設けられ、実質的にはトリガー税率が残りました。（7頁の図表③参照）。

 

しかし、ペーパー・カンパニー等はこの免除から外れますので、そうならない努力・工夫が必要とされます。税負担率が20％以上というと、イギリスは2017年4月から19％ですが、

ミクロネシアは21％、アメリカもトランプ税制改正成立なら連邦法人税は20％になりますが、州税もあるので原則20％以上になります。

 

ペーパー・カンパニー等でタックス・ヘイブン対策税制の適用外になるのは、税負担率が30％以上の国・地域にある外国子会社のみです。

 

新税制のペーパー・カンパニーは、次のいずれも満たさない会社です。

 

（1）その主たる事業を行うに必要と認められる事務所等の固定施設を有する

（2）その本店所在地国で事業の管理、支配や運営を自ら行っている

 

下記図表でいいますと、（1）が「経済活動基準」の「B　実体基準」、（2）が「C　管理支配基準」に関係します。（1）（2）のどちらかに該当すれば、ペーパー・カンパニーにはなりませ

ん。
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タックス・ヘイブン対策税制とは③

ただし、税務調査時に「ペーパー・カンパニーではない」との証拠が求められ、それが出せない場合はペーパー・カンパニーと推定されるため、注意が必要です。

 

「主たる事業を行うに必要」と認められるためには、どの程度の固定施設が必要となるのかは、通達が出ていない現在では判断できませんが、参考になるかもしれないのがシンガ

ポールの「レンタルオフィス事件」です。

 

事件のシンガポール子会社は、シンガポールのオフィスビル・フロアのうち、机1台分のスペースをレンタルし、代表取締役も現地在住の日本人になってもらい（この人は日系シン

ガポール法人7社の役員も兼任。因みに、シンガポール法人の役員は1人でいいのですが、現地在住が要件です）、経理、総務、営業事務もすべてアウトソーシングでした。また株

主総会は、シンガポールで開催され、この日本人が出席し大株主である日本居住者は、電話で総会に参加していました。

 

納税者が勝訴した事件ですが、最大でも年商1億2千万円程度の小規模な精密機械部品の卸売業で、受注発注という形態でもあり、机1台の営業活動用レンタルスペース、現地

役員の専用執務スペースまで、事業を営むのに十分な固定施設だと、裁判で認定されました。事件の詳細については、『究極のグローバル節税』の67ページ以降をご覧ください。

 

繰り返しますが、解釈通達が出ていないためはっきりとは申し上げられないものの、売上や業種業態、現地の人員構成などによっては、ペーパー・カンパニーから外れられると思

われます。

 

ところで、この固定施設の場所は本店所在地国に限られませんので、タックス・ヘイブンに本店を置いても、事務所などの固定施設が別の国・地域にある場合は、上記（1）の実体

基準は認められます。例えば、BVIなどの無税国に本店を設置し、シンガポールや香港に事業を行うに必要と認められる事務所等を置くケースです。（2）の管理支配基準について

は、レンタルオフィス事件では、現地でコントロールする代表取締役が複数の会社の現地役員を兼務していても、経理、総務、営業事務もすべてアウトソーシングであっても、基準

を満たすと判断されました。

 

ですから、日本にいる役員が実質取り仕切っているが、現地に代表取締役をおいてそれなりの実務を担当させていれば、管理支配基準はクリアー可能になると思われます。
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タックス・ヘイブン対策税制とは④

「キャッシュボックス」とは、OECDのBEPSプロジェクトで出てきた概念です。「BEPS」とは、「Base Erosion and Profit Shifting」の略で、「税源浸食と利益移転」と訳されていますが、

キャッシュボックスというのは、タックス・ヘイブンの利用を目的とした、従業員もなく、事業活動もしない資本の豊富な会社のことです。

 

利息や配当、株式譲渡益、デリバティブ取引の利益などの「受動的所得」を多くえている外国子会社は、租税回避のリスクが高い会社とみなされ、タックス・ヘイブン対策税制の対

象になります。「受動的所得」については、8頁の図表の⑦に示されていますが、キャッシュボックス以外の外国関係会社にも大きな影響があるので、今後の連載を通じ、特に損益

通算等については詳しく説明していきます。

 

こうしたキャッシュボックスは、日本の上場企業にはあまりないと思われますが、未上場の会社で海外に金融商品投資会社をもっていると、該当する恐れがあります。

 

適用の要件は、「受動所得÷総資産＜30％以上」の会社がキャッシュボックスになりますが、貸借対照表上の「金融資産等÷総資産等＜50％」の会社に限られます。

 

「ブラックリスト国にある会社」とは、租税に関する情報交換に非協力的な国、または地域に所在する外国関係会社です。これは、2016年6月に京都で開いたOECDの租税委員会

でとりまとめられた「税の透明性に関する非協力的地域を特定する客観基準」にもとづいて2017年7月のG20のハンブルグサミットで指定国がでることになっていました。

 

ふたを開けてみるとブラックリスト国はトリニダード・トバコ一国のみで、基準のひとつである「要請に基づく情報交換」への対応が不十分とされたようです（産経ニュース2017年7月

8日）。

 

日本企業によく使われているケイマン、バミューダやブリティッシュ・バージン・アイランドは指定から外れました。
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タックス・ヘイブン対策税制とは⑤

ペーパーカンパニーの規定では、

 

（１）その主たる事業を行うに必要と認められる事務所等の固定施設を有する

（２）その本店所在地で事業の管理、支配や運営を自ら行っている

 

の、どちらか一つを満たし、租税負担率が20％以上なら、タックス・ヘイブン対策税制は適用されません。これが、実質的にトリガー税率が残った意味でもあります。

 

ですから、例えば、租税負担率が21％のミクロネシア連邦にキャプティブ（自家保険）子会社がある場合は、（１）と（２）でどちらがクリアーしやすいか検討する必要があります。し

かし、税務調査を考えるならば、可能な限り二つとも満たしておいた方が無難でしょう。

 

一方、ハワイ州のキャプティブ（自家保険）子会社は、2017年の米国連邦税の改正で、正味保険収入料が220万ドルまで非課税になったため、租税負担率もその範囲で当然

20％未満となり、以前もご紹介した、下記の図表の「経済活動基準」の4つを満たさないと、子会社の利益が親会社の合算課税の対象になります。

なお、キャプティブ（自家保険）とは、保険コストの最適化・削減目的や、日本国内で保険引き受けが困難なリスク（地震・賠償責任等）の保険化、税制・財務メリットを求めて、日本

会社がキャプティブ保険を優遇している海外のオフショアセンター（例えば、バミューダ、ブリティッシュバージン諸島等）で設立する保険子会社のことです。

 

（１）（２）の条件について国税局からガイドラインが出ていないため、当面は過去の税務の裁判事例を見ていく必要はありますが、条文からみると、（１）の実体基準、（２）の管理支

配基準ともに、解釈的には改正前とほぼ変わらないようにみえます。

 

また、租税負担率が30％以上ならペーパーカンパニーでもいいのですが、そうした国は、インド（30％）、オーストラリア（30％）、メキシコ（30％）、ブラジル（34％）アメリカ（40％、

税制改正前）など、そう多くありません。従って、（１）（２）の条件について体制を整えておく必要があります。
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タックス・ヘイブン対策税制とは⑥

経済活動基準の「Ａ　事業基準」について説明します。

 

この基準は、主たる事業が株式等の保有、工業所有権・著作権等の提供または船舶・航空機のリースでないこと、です。海外持株会社、海外IT（知財）保有会社などがこの基準に

該当することになります。

 

ただし、統括会社の株式保有は対象外で、平成29年度改正以前からそうなっています。統括会社とは、持株事業会社や卸売事業会社で、次のすべての要件を満たす特定外国

子会社等をいいます。海外ミニ本社といった位置づけです。

 

①内国法人等に係る特定外国子会社等で、その内国法人等により発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されていること（日本親会社の100％子会社であること）

 

②2以上の被統括会社（日本親会社の孫会社）を有し、その被統括会社に対して統括業務を行っていること（一社ではだめです）

 

③所在地国において統括業務に係る固定施設等及び統括業務に従事する者（専ら統括業務に従事するものであって、その特定外国子会社等の役員及びその親族等を

除きます）を有すること（企業実体があること）

 

平成29年度改正では、基本法人税率が12.5％のアイルランドなどで航空機リース事業を行う外国子会社について、一定の要件をみたせば、タックス・ヘイブン対策税制の合算課

税から除外されることになりました。

 

一定の要件は、役員または使用人が、現地で航空機リース事業を的確におこなうに足る業務にすべて従事していることで、この他に費用基準やリース収益人件費割合基準があり

ます。船舶リースはこうした改正がなく、裸用船契約（乗組員などがつかない船舶を貸す契約）は、タックス・ヘイブン対策税制の適用になります。
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Apple社のグローバル節税ストラクチャー

アップルのグローバル節税では、非居住法人による二重非課税以外にも、コスト・シェアリング

による税金の極小化に注目が集まりました。

図表にあるアップル・セールス・インターナショナル（ASI: Apple Sales International）とその親会

社であるアップル・オペレーションズ・ヨーロッパ（AOE: Apple Operations Europe）も、AOIと同

様にアイルランドおよび米国の税務上の居住法人ではありません（もっとも、ASIはアイルランド

で法人税の申告をしており、2011年は220億USドルの売上に対して1000万USドルを納税して

います。同社はアイルランドでも非課税なのですが、アイルランドの顧客に販売した製品の利益

については納税申告しているとのことです）。ASIとAOEは、両社で米国アップル本社との知的財

産の研究開発コストを分担する契約を結んでいます（コスト・シェアリング：費用分担契約）。

コスト・シェアリング契約によって海外子会社が知的財産の所有者になると、親会社に特許権や

製造ノウハウに関してのロイヤルティを支払う必要がなくなります。したがって、親会社つまり米

アップルへの移転価格税制の適用も難しくなるのです。移転価格税制とは、会社グループ内で

海外関連会社との間における所得を移転することに対して、課税所得金額を算定し、親会社の

所在地国で税金をかけようとする仕組みです。

 

では、アイルランドの子会社に留まる利益は、本社米国では課税がなされないのでしょうか。低

税率国にある子会社などが得た利益が、本国の個人株主、親会社の所得と合算されて、本国

の税率に基づいて課税される仕組みに「タックス・ヘイブン対策税制」というものがあります。こ

れは主要な国に存在しており、日本でも同様です。米国において、このタックス・ヘイブン対策税

制に当たるものが「サブパートF条項」です。
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Starbucks社のグローバル節税ストラクチャー

スターバックスは1998年にイギリスへ進出して以来、同国で累計30億ポンド（約5100億円）の

売上を上げていましたが、法人税の支払いは860万ポンド（約15億円）のみで売上の約0.3％に

とどまっていました。

 

イギリスでは過去15年間のうち14年間にわたって利益が出ていないということになっていまし

た。これはフランスとドイツでも同様で、同社は両国でも過去10年間、税金を納めていなかった

のです。これはどういうことでしょうか。

 

スターバックスがイギリスなどで採用した節税手法は下記の図表とされています。

スターバックスにはスイスに子会社があり、そこで全世界のスターバックスのコーヒー豆のうち、

75％の取引を行っています。このスイスの会社は、スイスの法人実効税率12.5％で課税されて

いますが、この低い税率はスイスのカントン（州）における優遇税制を利用する結果です。

 

同社はコーヒー豆を輸入して焙煎した後（焙煎はオランダの別子会社が行う）、原価に20％の利

益を上乗せして、全世界のスターバックス（各国の販売会社）に販売します。

 

これによってイギリスのスターバックスのみならず、世界中にあるスターバックスは、最初から原

価に20％のコストを加えたコーヒー豆を購入する形となり、現地での売上のなかの当該部分が

スイスの子会社に移転することになります。

 

もし、この20％分がなければ、その分の利益は販売国での法人税課税対象になりますが、この

グローバル節税スキームによって、その利益は実効税率12.5％のスイス子会社に移転される

のです。
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Microsoft社のグローバル節税ストラクチャー①

マイクロソフトの製造と販売の仕組みは、スターバックスよりもさらに複雑になります。知的財産

権を持つ子会社から、知的財産権はさらに別の子会社にサブライセンスされ、それらの子会社

が生産を受け持つとともに、各区地域の販売会社に販売するという形式です。実際の仕組みを

図とともに見ていきましょう。

 

右図はアイルランドの事業体のストラクチャーです。MIR（Microsoft Ireland Research）はアイ

ルランド子会社（Round Island One）の100％子会社で「支店」扱いになっています。

 

製造・販売を行わないMIRは、まず知的財産権をMIOL（Microsoft Ireland Operations 

Limited）にサブライセンスします。次にMIOLが知的財産権を使って製造活動し、製品を販売会

社に販売しています。

 

『国際租税問題に関する調査報告書』（経産省、PwC）によると、2011年には、アイルランドのマ

イクロソフト子会社MIRは43億USドルの利益を上げましたが、それに対する実効税率は7.2％

でした。さらにその子会社のMIOLは22億USドルの利益を上げており、7.3％で課税されていま

す。

 

またMIRはMIOLから90億USドルのライセンス料を受け取っていますが、米国のチェック・ザ・

ボックス規則によってMIRとMIOLは「支店」とみなされて内部取引となり、この90億USドルは米

国のタックス・ヘイブン対策税制（サブパートF条項）の適用外所得になります。
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Microsoft社のグローバル節税ストラクチャー②

次はプエルトリコの事業体です。右図にあるように、同地の工場では製造と小売り用ソフトウエ

アの複製を行っています。プエルトリコで製造された製品は、米国にあるマイクロソフトの販売会

社に販売されます。

 

同じ調査報告書からは、マイクロソフトの全売上の利益の47％がプエルトリコに帰属し、現地に

て約2％の税率で課税されていることがわかります。

このマイクロソフトのグローバル節税スキームも合法的なもので、脱税などとはまったく別種のテ

クニックといえます。マイクロソフトのケースに限らず、これまでの連載の中で挙げた、アップル、

スターバックスの例でも取り上げた「コスト・シェアリング」や「チェック・ザ・ボックス」は、米国内に

おける税法上の死角ともいえるものなのです。
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IKEA社のグローバル節税ストラクチャー①

イケアグループの頂点には2つの財団があり、各々が異なる役割を果たしながら、それぞれの

傘下に複数のグループ会社を持ち、外部からは資金の流れが見えにくい、複雑な体制をつくり

上げているのです。

 

財団のひとつは、スティヒティング・インカ・ファウンデーション（SIF：Stichting INGKA 

Foundation）というオランダの非営利慈善財団で、これは免税財団でもあります。年次報告書の

提出義務がないことから、財務内容はわかりませんが、報道によれば360億ユーロ（約5兆円）

の資産があるとされています。

 

この財団は、1982年にイケア創業者のイングヴァル・カンプラード（Ingvar Kamprad）氏によっ

て設立され、財団名のINGKAは同氏の名前から取られています。最大の特徴は、イケアの店

舗や工場などグループ会社の持株会社に当たるインカ・ホールディング（INGKA Holding B.V.）

の株式を持っているという点でしょう。この会社名の最後に付く「B．V．」は、オランダの法人形態

のひとつであるBeslotenVennootschapのことで、出資者が出資額を限度として有限責任を負う

有限責任会社であるとともに、株式の譲渡制限がある非公開会社であることを示しています。

 

イングヴァル・カンプラード氏は御年88歳で、スイスに数十年居住しています。イケアグループ

のスーパーバイザリー・ボードの会長を2006年に辞任する一方、INGKA Foundationのスー

パーバイザリー・ボードのシニア・アドバイザーとして現在も活躍しています。米フォーブス誌によ

れば、カンプラード一族の総資産は41億USドル（約4300億円）に達しているといいます。
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IKEA社のグローバル節税ストラクチャー②

もうひとつの財団であるインターゴ財団（IF：Interogo Foundation）はリヒテンシュタインにあり、

ルクセンブルグにあるインター・イケア・ホールディングス（Inter IKEA Holding S.A.）の所有者で

す。このインター・イケア・ホールディングスは、傘下にフランチャイズ店の管理、イケアのトレー

ドマーク、コンセプトのノウハウを保有するインター・イケア・システムズ（INTER IKEA Systems 

B.V.）や、イケアの店舗を核とするショッピングモールの開発・管理・運営をするインター・イケア・

センター・グループ（Inter IKEA Center Group A/S）などを保有する持株会社です。

 

トレードマークやコンセプトのノウハウからのロイヤルティは、売上の3％となっています。年次報

告書の連結決算によるイケアグループ全体の2013年総売上は約285億ユーロ（約4兆円）でし

たから、ロイヤルティ収入だけで約1000億円単位でしょう。簡略化すると、このようなイケアのグ

ループ構成は図表のようになっています。異なる国にある2つの財団がグループを統括している

ことがわかります。

イケアグループ全体の連結売上は、前述の通り約285億ユーロ（約4兆円）で、税引き前利益は

約40億ユーロ、法人税は7億7500万ユーロ（約1085億円）となっています。その法人実効税率

は18.9％であり、2012年の17.8％から1.1％上昇しています。

 

先に説明したグループ構成によって、具体的にイケアがどの程度の節税をしているのかは明確

ではありません。ただし、店舗展開の中心となっているヨーロッパ圏では、一般的な法人税率が

25～35％程度であることを考えると、タックス・プランニングによる圧縮を行っていることは明ら

かです。また、免税財団であるオランダのSIFには、30億ユーロが配当金として流れ込んでいま

す。
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国内上場企業の節税戦略
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日本の中小・中堅企業がとるべきグローバル・タックス・プランニング①　〜製造業・建設業〜

CONFIDENTIA
L
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日本の中小・中堅企業がとるべきグローバル・タックス・プランニング②　〜農林水産業〜

CONFIDENTIA
L
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日本の中小・中堅企業がとるべきグローバル・タックス・プランニング③　〜 IT・ソフトウェア〜

CONFIDENTIA
L
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日本の中小・中堅企業がとるべきグローバル・タックス・プランニング④　〜商社・卸売業〜

CONFIDENTIA
L
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日本の中小・中堅企業がとるべきグローバル・タックス・プランニング⑤　〜飲食・サービス業〜

CONFIDENTIA
L
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日本の中小・中堅企業がとるべきグローバル・タックス・プランニング⑥　〜士業・専門サービス業〜

CONFIDENTIA
L
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